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電子契約の対象について

電子契約の対象電子契約の対象

入札公告、指名通知又は見積依頼時に電子契約サービスを選択できる旨、

お知らせが提示されている契約

（電子契約できない契約の例）

・書面で行うことが法令等で規定されている契約

・契約期間が１０年を超える契約

・自動更新条項付きの契約

・契約書一式のＰＤＦデータが５０ＭＢを超える場合 等

※ 事業者様が希望する場合には、紙文書での契約も可能です。

電子契約サービスを選択できる旨
のお知らせは提示されません。



★「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」の提出が必要です

紙契約との相違点

・契約の相手方決定後※、電子契約の希望確認を行います。

・電子契約による契約の締結について同意する場合、

契約締結に利用するメールアドレス等を本様式に記載し、

契約担当課へ提出してください。

・本様式は、県のホームページからダウンロード可能です。

※案件によっては、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」の

提出時期が入札参加資格申請提出時又は見積提出時の場合が

あります。その場合、電子契約サービスを選択できる旨の

お知らせの際に提出時期も提示いたします。



電子契約同意書兼メールアドレス確認書の記載方法

事業者様の最終承認者となる「契約締結権限者」（必須）と、

最終承認の前に確認処理を行う「事務担当者」（任意）について、

役職・氏名・メールアドレスを記載してください。

※本様式に記載されているメールアドレス宛に電子契約サービスから

メールが送付されますので、誤ったメールアドレスを記載した場合、

契約締結に必要なメールが到着しない、関係者以外の者が契約書を

閲覧できてしまう等のトラブルにつながります。

メールアドレスの誤りには御注意ください。

【事務担当者】は「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」の

問い合わせ先になります。事務担当者①、②に事務担当者を記載

いただいている場合も記入が必要です。

電子契約同意書兼メールアドレス確認書 抜粋



事業者様

千葉県

電子契約事務フロー（電子入札の例）
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千葉県における電子契約に関して不明点がある場合は、本動画が掲載されている

ホームページにFAQを公開していますので、ご一読ください。

その他、電子契約に関するお問い合わせについては、本動画が掲載されている

ホームページにある問い合わせフォーム「メールでお問い合わせ」からお願いします。

また、電子契約サービスの機能や操作方法については、

クラウドサインのヘルプセンター・チャットサポートを御活用ください。

☞「クラウドサイン ヘルプセンター」（https://help.cloudsign.jp/ja/）

本件に関する問合せ先


